
R8.4.1 

伊豆の国市の小・中学校児童生徒及び保護者の皆様へ 

英語検定の受検に係る検定料を助成します 

 

  
 伊豆の国市では、市内の小・中学生の保護者を対象に、公益財団法人日本英語検定協
会（以下「英検」という。）の受検に係る検定料について補助金を交付し、受検機会を拡
大することで、市内在住の児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ります。 
 
 
 ◆対  象  伊豆の国市から小・中学校に通う児童生徒の保護者 

  
◆対象受検級  小学生…５級以上 

        中学生…４級以上 
  
◆補助金額  協会が定める検定料の半額 

       （就学援助対象者・市県民税非課税世帯は検定料の全額） 
 
 ◆申請方法   

受検後に以下の書類を添え、学校教育課まで提出してください。（必須） 
  ①伊豆の国市実用英語技能検定料助成金申請書兼請求書 
  ②検定料を支払ったことがわかるものの写し 

③合否通知の写し 

       
 ◆申請期限 受験した年度の年度末日まで 

 
 ◆注意点 
  ○添付書類は必須です。特に学校申込時の封筒は紛失される方が多く、再発行でき

ませんので、申請まで大切に保管してください。 
  〇申請には押印が必要です。 
  ○検定料の補助は年度内につき１回です。 

（例：1人の受検者が年度内に 3級と準 2級を受検した場合、どちらか１回のみの申請） 
   
 
 
 
 

【お問い合わせ】 
           伊豆の国市教育委員会学校教育課  

（あやめ会館２階） 
           電話  ０５５－９４８－１４４４ 

※②検定料を支払ったことがわかるものの写しは、下記項目が確認できるものです。 

 ・英検の検定料であること 

 ・支払い金額 

 ・受検者の氏名 

  （例：学校申込時の領収印がある封筒、協会から発行される領収書、学習塾等で発行

される領収書、支払い確認のメールの写し など） 

合格・不合格にかかわらず申請できます 

https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kyouiku/manabi/iinkai/toukei/eikenn/eiken.html

